
支給要件確認フローチャート 

すでにひとり親世帯分として子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方への支給はありませ

ん。ただし、家計急変者として該当する方や令和３年４月以降離婚された方などで要件を満たし、

かつ給付金を受け取っていない対象児童がいる場合、今回の給付金に該当することがあります。 

家計急変者に 

該当しますか？ 

令和４年３月３１日時点で、天塩町に住民票を有しており、 

１８歳未満（障害児は２０歳未満）の児童を養育している方で、 

令和４年度分の住民税均等割が非課税ですか？ 

令和４年４月分の児童手当を受給していますか？ 

令和４年４月分の 

特別児童扶養手当を 

受給していますか？ 

給付金の対象ですので、登

録のある児童手当手当又は

特別児童扶養手当の支払 

口座へお支払いします。 

（申請不要） 

給付金の対象となる可能性 

があります。支給の対象と 

なる方は申請が必要となり 

ますので福祉課福祉係へ 

ご相談ください。 

給付金の対象外のため不支給となります 

はい いいえ 

はい いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 


